
小海町農地賃借料情報       

 平成２１年６月２４日に農地法改正法が公布され、１２月１５日に施行されました。 

農地法改正に伴い、現行の標準小作料制度は廃止され、新たに農業委員会が「農

地の賃借料情報（１０ａあたり）」を提供します。 

 賃貸借を伴う契約の際は、情報を目安に賃借料の設定をしてください。 

 

【田の部】 

締結（公告）された地域名 平均額 最高額 最低額 データ数 

小海地区 １０，０００円 １６，０００円 ７，０００円 ５ 

豊里地区 ９，０００円 １２，０００円 ７，０００円 ７ 

千代里地区 １５，１００円 １８，６００円 １０，０００円 ４ 

稲子地区 ８，５００円 １０，０００円 ７，０００円 ６ 

東馬流地区 １２，３００円 １５，０００円 １０，０００円 ３ 

 

【畑の部】 

締結（公告）された地域名 平均額 最高額 最低額 データ数 

小海地区 １３，２００円 １６，０００円 ７，０００円 １３ 

豊里地区 ９，１００円 １３，０００円 ７，０００円 １９ 

千代里地区 １３，０００円 １６，０００円 １０，０００円 ３ 

稲子地区 ８，８００円 １０，０００円 ７，０００円 １２ 

東馬流地区 １１，０００円 １２，０００円 １０，０００円 ２ 

 

※平均額は、算出結果を四捨五入し１００円単位としています。 

 


